
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三重県 

三重県の海岸保全基本計画 

三河湾・伊勢湾沿岸 海岸保全基本計画 

明和海岸 

概 要 版 
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海岸保全基本計画とは、平成１１年海岸法の改正に伴い、「美しく、安全で、いきいきと

した海岸」の継承を基本理念とする国の定めた「海岸保全基本指針」に基づいて都道府県が

作成する計画で、地域の意見等を反映して作成するものです。 

海岸法改正においては、これまでの「災害からの海岸の防護」に加えて、「海岸環境の保

全」及び「公衆の海岸の利用の適正な利用」が目的に追加され、「防護」「環境」「利用」の

３つが調和するよう、総合的に海岸の保全を推進するとともに、地域の特性を生かした地域

とともに歩む海岸づくりを目指すことが求められています。 

三重県では、伊勢湾及び熊野灘沿岸を対象に海岸保全基本計画を策定しています。 

１．海岸保全基本計画とは 

平成 11 年（1999 年） 海岸法の一部改正 

 

【海岸保全基本計画策定の経緯】 

昭和 31 年（1956 年） 海岸法の制定 

防護 
津波・高潮、波浪等の海岸災害からの防護

のための海岸保全の実施 

平成 15 年 3 月 三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画策定 （愛知県・三重県） 

 

環境問題の深刻化 

余暇需要の増大による海岸利用の多様化 

・防護・環境・利用の調和の取れた総合的な海岸管理制度の創設 

・地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の創設 

・海岸法の対象となる海岸の拡張(一般公共海岸区域の創設) 

・国の直轄管理制度の導入 

・国が海岸の保全に関する基本的方向性を明らかにするため、｢海岸保全基本方針｣を定める 

・都道府県知事が計画的、整合がとれた海岸の保全を行うため、｢海岸保全基本計画｣を定める 

防護 

利用 

環境 

昭和 28 年台風 13 号 
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三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画 

【計画の対象範囲】 

対象範囲 愛知県田原市伊良湖岬 

～三重県伊勢市二見町神前岬 

 

沿岸市町（三重県区間６市３町） 

木曽岬町、桑名市、川越町、四日市市、 

鈴鹿市、津市、松阪市、明和町、伊勢市 

伊勢湾 
三河湾 

熊野灘 

愛知県田原市 

伊良湖岬 三重県伊勢市 

神前岬 

三河湾・伊勢湾沿岸 

全延長 L=700km 

（うち三重県 L=151km） 
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２．基本計画変更の背景 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 5 次評価報告書（平成 25 年（2013

年）によれば、気候システムの温暖化は疑いの余地がなく進行しており、大気と海洋の

温度上昇、雪氷の減少、そして海面水位の上昇が報告されています。また、21 世紀を

通じて、大気と海洋の温暖化が続き、世界平均の海面水位も上昇を続けると予測されて

います。 

令和元年（2019 年）10 月、国は「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員

会」を設置しました。この委員会は、従来の海岸保全の取り組みを基に、気候変動への

適応策を具体化することを目的としています。具体的には、気候変動に伴う平均海面水

位の上昇や台風の強大化が沿岸地域に及ぼす影響、今後の海岸保全のあり方、海岸保全

の前提となる外力の考え方、気候変動を考慮した整備手法などについて検討が行われま

した。 

その結果、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方提言」が令和２年（2020 年）7

月に示され、今後の海岸保全対策を過去のデータに基づきながらも、気候変動の影響を

明示的に考慮したものへと転換することが提案されました。 

これを受けて、国は令和２年（2020 年）10 月に海岸保全基本方針を変更し、気候

変動の影響を考慮した対策へと移行しました。 

これらを踏まえ、令和７年○○月に、海岸保全基本計画の変更を行うこととします。 
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○高潮対策 
 

最も沿岸に被害を与えた昭和 28(1953)年 13 号台風・伊勢湾台風規模の台風を基本に、気
候変動により中心気圧が低下した場合に想定される高潮・波浪に対して、住民財産の保護、地
域経済の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、気候変動による台風の強大化、海面
上昇、施設の耐用年数を踏まえた海岸保全施設の整備を行うことを目標とします。 

○地震・津波対策 
 

南海トラフ沿いで発生する、発生間隔が数十年から百数十年に一度規模の地震・津波（レベ
ル１(L1)津波）に対し、住民財産の保護、地域経済の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点
から、海岸保全施設の整備を行うことを目標とします。 

この際、気候変動による海面上昇、施設の耐用年数を踏まえた施設整備目標を検討する。 

今回の計画変更では、令和２年（２０２０年）年１０月に改正された｢海岸保全基本方針｣

に基づき、気候変動による影響を考慮した対策へ転換します。 

気候変動の影響を考慮した外力への対応 

○侵食対策 
 

現状の汀線を保持・保全すること、または目的に応じて復元することを目標とします。 
気候変動による影響の予測や、モニタリングにより対策の効果を確認し、次の対策を検討す

る「予測を重視した順応的砂浜管理」を行います。 

３．変更の概要 
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４．海岸保全の基本方針 

三河湾・伊勢湾沿岸保全における基本理念 

三河湾・伊勢湾沿岸の「あるべき姿」とは、沿岸の人々に残る伊勢湾台風等の記憶を

教訓とし、近年脅威となっている大地震への不安を払拭すべく、『災害に強い海岸』を

目指すとともに、穏やかな内湾を背景として白砂青松で知られる海岸や湾内に存在する

干潟や藻場などの多様な自然環境の保全・復元に努め、水辺で育まれてきた歴史的風土

や生活文化・レクリエーション・産業活動などの多様な場として地域の発展に寄与する

など、これらが地域の特性をいかしながら沿岸全体にバランスよく調和されることであ

る。 

 このため、沿岸域の諸問題を総合的にとらえ、関連組織をお互いに強調・連携を図り

ながら、地域住民とともに全国に誇れる安全で魅力ある三河湾・伊勢湾沿岸を創造し、

良好なかたちで将来に引き継ぐものとする。 
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次に示す項目の防護水準達成を目標とし、その中で海岸管理者は、防護対象となる地域の利用状況
やニーズに応じて、現況調査・性能照査を行い適切な対策を実施する。また、対策の実施にあたって
は、河川、港湾、漁港等の各管理者ならびに関係機関と連携し、事業を進めていくものとする。 

 

○海岸保全施設の整備を行う上での目標 （施設整備目標） 

最も沿岸に被害を与えた昭和 28(1953)年 13 号台風・伊勢湾台風規模の台風を基本に、気候変動に

より中心気圧が低下した場合に想定される高潮・波浪に対して、住民財産の保護、地域経済の安定化、

効率的な生産拠点の確保の観点から、気候変動による台風の強大化、海面上昇、施設の耐用年数を踏ま

えた海岸保全施設の整備を行うことを目標とする。 

○少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害が発生しない対策を図る上での目標 

（危機管理対策目標） 

気候変動下の将来において想定し得る最大規模の高潮に対し、「命を守る」ことを目標として、

住民避難を軸に、海岸保全施設の整備による効果と併せて、ハード対策とソフト対策を総動員し、

それらを組み合わせた総合的な対策を推進することを目標とする。 

併せて、最悪の事態を想定、共有し、国、地方公共団体、公益事業者、企業等が主体的かつ、

連携して対応する体制の整備を推進することに取り組んでいく。 
  

○海岸保全施設の整備を行う上での目標 （施設整備目標） 

南海トラフ沿いで発生する、発生間隔が数十年から百数十年に一度規模の地震・津波（レベル

1(L1)津波）に対し、住民財産の保護、地域経済の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、

海岸保全施設の整備を行うことを目標とする。 

この際、気候変動による海面上昇、施設の耐用年数を踏まえた施設整備目標を検討する。 

○少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害が発生しない対策を図る上での目標 

（危機管理対策目標） 

発生頻度が極めて低いものの科学的に想定し得る最大規模の地震・津波（レベル 2(L2)津波）に

対し、「命を守る」ことを目標として、住民避難を軸に、海岸保全施設の整備による効果と併せて、

ハード対策とソフト対策を総動員し、それらを組み合わせた総合的な対策を推進することを目標と

する。 

併せて、最悪の事態を想定、共有し、国、地方公共団体、公益事業者、企業等が主体的かつ、連

携して対応する体制の整備を推進することに取り組んでいく。 
 

現状の汀線を保持・保全すること、または目的に応じて復元することを目標とする。 
気候変動による影響の予測や、モニタリングにより対策の効果を確認し、次の対策を検討する「予

測を重視した順応的砂浜管理」を行う。 

 

1. 高潮災害への対策 

（１）海岸保全施設等による高潮災害に対する防護

機能の向上 

（２）砂浜・松林等の自然防災機能の活用 

（３）沿岸の土地利用変化に対応した高潮対策 

2. 地震・津波災害への対策 

（１）海岸保全施設等による地震・津波災害に対す

る防護機能の向上 

（２）施設の耐震安定性の確保 

3. 海岸侵食への対策 

（１）砂浜の保全・復元 

（２）施設の洗掘対策 

4. 総合的な危機管理対策の推進 

（１）地域防災体制強化の推進 

（２）施設の適切な維持管理・運用体制の構築 

（３）危機管理対策の推進 

（４）防災教育の推進 

三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画 
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沿岸域における自然環境が、質・量共に生物にとって十分良好な状態で維持されることを目指し、

沿岸住民と海岸環境の共生のために広域的・総合的に取り組んでいくものとする。 

2. 良好な生物・生息環境の保全・復元 

（１）良好な自然環境の保全・復元 

（２）生物の生育・生息環境に配慮した海岸整備の推進 

（３）水質・底質の改善 

（４）漂着流木等の対策 

（５）気候変動に伴う影響の把握 

（６）生物多様性の保全 

（７）ブルーカーボン創出の取組への連携 

1. 広域的・総合的な取組み 

（１）一体的・計画的な事業の推進 

3. 海岸景観の保全・復元 

（１）自然公園・砂浜や松林等、優れた海岸景観の保全・復元 

（２）景観に配慮した海岸保全施設の整備 

4. 自然と沿岸住民の共生 

（１）自然保護活動の推進 

（２）沿岸域の文化の保存・継承・創造 

背後地の利用状況や利用者のニーズに配慮し、沿岸域の有効かつ適正な利用を目標として、海岸利

用の快適性・利便性・有効性を高めるべく整備を行うこととする。 

1. 沿岸域の有効かつ適正な利用 

（１）港湾利用、漁港・漁場利用の促進 

（２）多様なメディアによる海岸利用のＰＲ 

（３）海岸の利用に関する情報の共有 

2. 地域社会に密着した海岸空間の形成 

（１）アクセスしやすい海岸の整備 

（２）各種施設へのユニバーサルデザインの採用 

（３）地域文化の保存・継承・創造 

（４）快適な海岸利用のための利便設備の整備 

（５）周辺地域との連携 

3. 様々な海岸利用者の共存 

（１）利用者のマナー向上 

（２）多様化する海岸利用の共存 

三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画 

 



 

- 8 - 

 
 
 
 
 
高度利用ゾーン：三河湾・伊勢湾沿岸の生産・物流・交流機能は主に港湾を拠点として

形成されているため、ゾーン内に配置されている名古屋港・四日市港・
衣浦港・三河港の 4 つの港湾を中心としたブロックを設定する。（4 ブ
ロック） 

自然利用ゾーン：ゾーン内において、位置的条件等の地域特性を考慮してブロックを設
定する。（5 ブロック） 

 
ブロック区分においては、地域を特徴付ける指標として、以下の項目を整理することに
よりブロックを区分し、さらにはブロック毎の海岸保全の方向性を決定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【沿岸域のゾーニング・ブロック区分】 

三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画 
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防 護 環 境 利 用 

「背後に集積した人口・資産

の安全を確保する」 

 

 海岸堤防等の耐震性確保 

 海岸堤防等の老朽化対策 

 津波・高潮対策 

 水門・陸閘等の対策 

 地域防災体制の充実、関係

機関との連携 

 わ ず か に 残 る 砂 浜 の 保

全・復元 

「わずかに残された自然環境

の保全・復元」 

 

 干潟・砂浜の保全・復元 

 環境保全活動の推進 

 漂着流木に関する関係機

関連携 

「港湾利用とレクリエーショ

ン活動の適正化」 

 

 マナー向上に向けた啓発

活動の推進 

 パブリックアクセスの確

保 

 水際線を活用した空間整

備の推進 

 

 

防 護 環 境 利 用 

 

「自然の防災機能を活用した 

海岸域の防護」 

 海岸堤防等の耐震性確保 

 海岸堤防等の老朽化対策 

 津波・高潮対策 

 水門・陸閘等の対策 

 地域防災体制の充実、関係

機関との連携 

 砂浜の保全・復元 

 

「白砂青松の海岸の 

保全・復元」 

 

 干潟・砂浜の保全・復元 

 環境保全活動の推進 

 漂着流木に対する関係機

関との連携 

 

 

「各種利用活動の共存・ 

モラルある海岸利用」 

 

 各種利用活動への配慮 

 アクセスの確保・利用施設

の整備 

 マナー向上に向けた啓発

活動の推進 

 

 

防 護 環 境 利 用 

「自然の防災機能を活用した 

海岸域の防護」 

 海岸堤防等の耐震性確保 

 海岸堤防等の老朽化対策 

 津波・高潮対策 

 水門・陸閘等の対策 

 地域防災体制の充実、関係

機関との連携 

「ウミガメのやってくる砂浜

等の自然環境・美しい景観の

保全・復元」 

 

 干潟・砂浜の保全・復元 

 美しい海岸景観の保全 

 環境保全活動の推進 

 漂着流木に対する関係機

関との連携 

「各種利用活動の共存・ 

モラルある海岸利用」 

 各種利用活動への配慮 

 アクセスの確保・利便施設

の整備 

 マナー向上に向けた啓発

活動の推進 

【ブロック毎の施策】 

桑名・四日市ブロック（高度利用ゾーン） 

鈴鹿・津ブロック（自然利用ゾーン） 

松阪・伊勢ブロック（自然利用ゾーン） 

三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画 
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